
『「電波の有効利用のための技術的条件」のうち「VHF/UHF帯におけ
る電波の有効利用のための技術的条件」に対する一部答申』
（平成19年6月27日 情報通信審議会答申）
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【デジタル化後】
（「周波数割当計画」（平成19年12月6日総務省告示））

【現在の周波数利用状況】
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VHF帯【2011年7月25日から使用可能】 UHF帯【2012年7月25日から使用可能】
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デジタル移行完了後の空き周波数の有効利用について

注：ガードバンドは､いずれも5MHz幅。
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